
(2015年4月28日現在)

１．商 品 名 ●普通預金（教育資金贈与非課税口）

２．申 込 受 付　 ●当行の国内本支店窓口

３．商 品 概 要 ●「普通預金（教育資金贈与非課税口）」（以下、本口座という）は、租税
　特別措置法第70条の2の2の規定（この規定の関連法令や文部科学省および
　国税庁のＱ＆Ａを含む。以下、法令等という）に基づく直系尊属から教育
　資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置「教育資金の一括贈与
　に係る贈与税非課税措置」（以下、本措置という）の適用を受けるための
　専用の普通預金口座です。

●本口座開設時に受贈者と当行で「教育資金管理契約（普通預金（教育資金
　贈与非課税口）に関する特約）」（以下、本特約という）等を締結してい
　ただきます。

●直系尊属（祖父母や父母の方等）からお孫さまやお子さま等（30歳未満の
　方に限ります）への教育資金贈与について、お孫さまやお子さま等１人に
　つき1,500万円（内、塾や習い事等の法令等に定められた学校等以外に支
　払われた教育資金は500万円）を限度として本措置の適用が受けられます。

●直系尊属と受贈者（本口座の預金者）の間で書面により贈与契約※を締結
　し、2013年4月1日から2019年3月29日までの間（以下、適用期間とい
　う）に本口座を開設し、贈与者から取得した金銭を本口座に預入する必要
　があります。
　※当行では、贈与契約書の作成事務に携わることはできません。

●教育資金の支払に充てた領収書等に記載された支払年月日の属する年の
　12月31日までに当行所定の手続きにより本口座から払い戻しいただきます。

●教育資金の支払に充てた領収書等を領収書等に記載された支払年月日の属
　する年の翌年3月15日までに当行所定の手続きによりご提出いただきます。

●毎年1月1日から12月31日までに本口座から払い戻しをされた金額と、当行
　へご提出いただいた同年中の教育資金のお支払いに係る領収書等の金額の
　いずれか低い金額が、同年の非課税の適用を受けられる金額（教育資金支
　出額）となります。
　※当行へご提出いただいた領収書等の金額を超えた同年の本口座からの払
　　い戻し金額については、本口座の契約終了時に、贈与税の課税対象とな
　　りますので、ご留意ください。

●預金者の30歳の誕生日の前日等に、本特約等は終了し、その時点における
　本口座から払い戻しをし、かつ領収書等の提出が無かった金額および本口
　座の預金残額の合計金額は、贈与税の課税対象となり、納税義務は預金者
　が負うこととなります。

　【法令等で定める「学校等」該当例】
　　 ・学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援

   学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校
 ・外国の教育施設
  〔外国にあるもの〕その国の学校教育制度に位置づけられている学校、
   日本人学校、私立在外教育施設
  〔国内にあるもの〕インターナショナルスクール（国際的な認証機関に認証
   されたもの）、外国人学校（文部科学大臣が高校相当として指定したもの）、
   外国大学の日本校、国際連合大学
 ・認定こども園又は保育所　など

　【法令等に定める「学校等以外」該当例】
 ・学習（学習塾・家庭教師、そろばん、キャンプ等での体験活動など）
 ・スポーツ（スイミングスクール、野球チームでの指導など）
 ・文化芸術活動（ピアノでの個人指導、絵画教室、バレエ教室など）
 ・教養の向上のための活動（習字、茶道など）　など
   ※社会通念上相当と認められるものに限ります。
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４．ご利用可能な方 ●直系尊属との間で書面による贈与契約※を締結し、かつ当行と本特約を締
　結した30歳未満の受贈者のお客さま（個人または営業性個人）。
　※当行では、贈与契約書の作成事務に携わることはできません。

●本措置の適用を受けるための口座は、一個人（受贈者）につき一金融機関
　かつ一営業所（一支店・一出張所）でのみ開設いただけます。
　※すでに他の金融機関や当行他支店・出張所で本措置の適用を受けるための
　　口座をお持ちの場合等は本口座は解約となります（お申込みできません）。
　※本口座は、本措置に対応する専用の普通預金口座となりますので、すでに
　　お持ちの普通預金口座ではご利用いただけません。

５．申込時等に必要な ●贈与を証する書面（贈与契約書等）の原本
　　書類等 　直系尊属の贈与者と受贈者でご契約いただいた書面が必要になります。

　※当行では、贈与契約書の作成事務に携わることはできません。

●贈与者が受贈者の直系尊属であることが確認できる書類（戸籍謄本等）の
　原本

●贈与者の氏名、住所が確認できるご本人さま確認書類（運転免許証や健康
　保険証等）の原本

●受贈者の氏名、住所、年齢（生年月日）等が確認できるご本人さま確認書
　類（健康保険証等）の原本

※受贈者が未成年者等で親権者等の法定代理人が手続きを行う場合は、
　以下も必要となります。
　・受贈者と親権者等の法定代理人の関係が確認できる書類（健康保険証
　　等）の原本

　 　・親権者等の法定代理人のご本人さま確認書類（運転免許証等）の原本
　 　・法定代理人の印章

　  法定代理人が、受贈者の両親である場合、原則、両親２名の同席が
　  必要であり、両親で同一の印章はご利用できません。

●受贈者の銀行届出印
　法定代理人と同一の印章はご利用できません。

●当行店頭窓口にて当行所定の申込書類および法令等上定められた必要書類
　を、ご記入・ご提出いただく必要があります。
　※法令等に基づく記載内容でない場合、受理できない場合があります。

６．期　　間 ●この預金には、払い戻しに関する期間の定めはありませんので、随時、以
　下「８．払戻方法」により本口座から払い戻すことができます。

●本口座開設後、2019年3月29日までの間に本特約に基づき、原則、贈与
　者から一括で預入された教育資金に充てる目的の資金で、以下「９．領収
　書等の提出」に基づき当行に領収書等をご提出いただいた金額が本措置の
　適用対象となります。

７．お預入方法 ●本口座へのお預け入れは、原則、贈与を証する書面（贈与契約書等）に基
　づく贈与者からの贈与資金の一括のお預け入れに限ります。
　※贈与契約書に基づき申告した金額と異なるお預け入れはできません。

　(1)お預入方法 ●本口座への贈与資金のお預け入れは、原則、当行の国内本支店窓口での入
　金または振込になります。
　※当行本支店ＡＴＭやＳＭＢＣダイレクト（インターネットバンキング）
　　による振込はできません。

●本口座にお預け入れいただけるのは、贈与により金銭を取得した日（通常
　は贈与契約日）から2ヵ月以内のお預け入れに限ります。

●1,500万円以内であれば、所定のお手続きにより、2019年3月29日までの
　間、本口座に追加で贈与資金をお預け入れいただくことができます。

　(2)お預入金額 ●10万円以上、1円単位、1,500万円以内（受贈者一人あたり）
　ただし、本商品ではお預け入れ金額の上限は合計1,500万円となります。

●上記金額の範囲内であっても、本口座から一度払い戻し等をした預金を、
　本口座に再度お預け入れすることはできません。
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８．払戻方法
　(1)払戻方法 ●本口座からの現金での払い戻しは、当行の国内本支店窓口のみとなります。

●本口座は、自動引落等のご契約による自動的な払い戻しもご利用いただけ
　ます。

●本口座からは、随時、払い戻しが可能ですが、本措置の適用を受けるため
　には、教育資金の支払いに充てた領収書等の支払日が属する年の12月31日
　までに本口座からの払い戻し（自動引落等のご契約による自動的な払い戻
　しを含みます。）が必要となります。

●本口座からの年内の払戻分については、以下「９．領収書等の提出」に基
　づく領収書等の提出が無い場合は贈与税の課税対象となります。また、年
　内の払戻分について、年明け後に教育費として支払った場合、当行に領収
　書等を提出いただいても年内の当該領収書等に対応する払戻分については、
　本措置の適用を受けることができません。
　※当行は、預金者が本口座から預金を払い戻し等するものについて、教育
　　資金として使用されるかを確認・管理するものではありません。

　(2)払戻金額 ●１円以上、１円単位

９．領収書等の提出
　(1)提出時期 ●本措置の適用を受けるためには、本口座に最初に預入した日以降の毎年1月

　1日から12月31日の間に教育資金の支払に充てた領収書等の原本または当行
　が認める書類を、翌年の1月1日から3月15日の間に当行所定の手続きにより
　提出しなければなりません。
　※本特約が終了した場合は、上記にかかわらず当該終了日の翌月末日までの
　　提出となります。また、一昨年12月31日以前の領収書等および本口座へ最
　　初に預入した日より前の日付の領収書等の場合、本措置の適用対象外とな
　　りますのでご注意ください。

●領収書等を紛失または上記期間に領収書等の提出を失念した場合、本措置
　の適用を受けられなくなり、贈与税の課税対象となるためご注意ください。

　(2)提出場所 ●領収書等の原本は、当行国内本支店窓口にご来店のうえ、ご提出ください。
　※当行は、ご提出いただいた領収書等を法令等に基づき確認・管理します。

　(3)領収書等の要件等 ●領収書等とは、以下に該当する「領収書」や「支払の事実を証する書類」
　になります。※請求書は不可。

　【学校等への対象となる支払例】
 ・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、
 　修学旅行・遠足費、入学検定料、日本スポーツ振興センターの災害共済
 　給付の共済掛金、PTA会費、学級会費・生徒会費、学校の寮費　など

　【学校等以外への対象となる支払例】
＜塾や習い事など、学校等以外の者への支払い＞
 ・月謝、謝礼、入会金、参加費 など
＜物品の販売店などへの支払い＞
 学校等における教育に伴って必要であり、学校等が書面（※）で業者を通じての
 購入や支払いを保護者に依頼しているものを指します。
 ・教科書・副教材費、教科教材費（リコーダー・裁縫セット等）、学校指定の学
   用品費(制服、体操着、ジャージ、上履き、通学鞄等)、卒業アルバム代、修学
   旅行・自然教室等の校外活動費、給食費、通学定期券代、留学渡航費、学校等
　 に入学・転入学・編入学するにあたって必要となる転居に伴う交通費　など
   ※年度や学期のはじめに配布されるプリントや、「学校便り」「教科書購入票」
     「シラバス（講義要領）」等で、学校名、用途、費目が記載されていること
　　 が必要です。

●当行にご提出いただく領収書等には、支払日付、金額、摘要（支払内容）＊、
　支払者（宛名は、受贈者または保護者等）、支払先の氏名（名称）、支払
　先の住所（所在地）が記載されている必要があります。
　＊学校等以外への費用についてはその内訳（例「○月分○○料として（○
　 　回または○時間）」）も必要

●学校等以外（塾や習い事等）への教育資金の場合は500万円以内が本措置
　の適用対象となります。

●本口座の本特約に違反した場合（教育資金と無関係な領収書等であること
　が判明した場合などを含む）などには、領収書等に関する記録を訂正また
　は取消す場合があります。
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１０．利　　息 ●預金の利息については、本措置の対象外となり、以下「(4)課税」のとお
　り、分離課税となります。

　(1)適用金利 ●市場金利の動向等に応じて毎日決定し店頭に表示する金利を、適用します。
　(変動金利）

　(2)利息決算 ●毎年２月と８月に、次の通り利息決算を行います。
・２月第三日曜日の翌日から同年８月第三日曜日までについての利息を

決算し、その翌日に利息を預金残高に組み入れます。
・８月第三日曜日の翌日から翌年２月第三日曜日までについての利息を

決算し、その翌日に利息を預金残高に組み入れます。

　(3)計算方法 ●日の最終残高について、付利単位を1円として、1年を365日とする日数計
　算をもとに、利息計算します。
　ただし、その日の最終残高が1,000円未満の場合には、その日の分の利息
　はお付けしません。

　(4)課　　税 ●分離課税（国税15.315％および地方税5％、合計20.315％※）
　※復興特別所得税が付加されており、2038年1月1日以降は合計20％と
　　なる予定です。

●法令に定められた条件を満たす個人のお客さまの場合は、申告等の所定の
　手続きを行うことによりマル優（非課税）の取扱を受けることができます。
　ただし、非課税合計額350万円が適用となります。
  なお、2005年12月31日をもって「65歳以上を対象」とするマル優制度
  （上限350万円）は廃止となっております。

１１．手 数 料 ●本口座開設にかかる手数料は無料です。

●ただし、本口座に預入するにあたっての振込手数料や教育資金の支払に充
　てる際の振込手数料、本口座の通帳を再発行する場合の再発行手数料等に
　は、所定の手数料※がかかります。
　※本口座から支払われる各種手数料は、本措置の適用対象外となります。

１２．預金者および法定 ●本口座の預金者（預金者が未成年者等である場合は法定代理人を含む）は、
　　　代理人による表明・ 　本特約に記載の以下の事項等をご確認のうえ、お申込みください。
　　　保証・確約

　・本口座にお預け入れいただく預金は、贈与契約に基づき預金者が取得した
　　資金であって、専ら預金者の教育資金とすることが予定されていること

　・他の金融機関や当行他支店・出張所で、本口座等を開設していないこと

　・当行にご提出いただく領収書等は、相続税法第21条の3第1項第2号の規
　　定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育資金にかか
　　るものではないこと

　・当行にご提示またはご提出いただく書類は全て真正なものであること

　・本口座からの払い戻し等は、預金者の教育資金または預金者のために使
　　用する目的で払い戻し等をすること　など

１３．当行への届出事項 ●本口座の預金者について、お名前やご住所に変更があった場合や、遺留分
　による減殺請求や贈与契約の無効などで、本口座開設時に申告した金額が
　減少またはないこととなった場合、当行へお届けください。

●本口座開設時に受贈者が未成年者である場合は、受贈者が成年になった場
　合など、当行へお届けください。
　※届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
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１４．本特約の終了 ●以下の日のいずれか早い日に預金者と当行で締結する本特約は終了し、本
　口座も解約となります。
　・預金者が30歳に達した日（30歳の誕生日の前日）
　・預金者が死亡した日
　・本口座の預金額が0円となり、預金者と当行の間で本特約の終了の合意
　  があった日
　・適用期間経過後に本口座の預金額が0円となった日

●上記の他、普通預金規定等に基づき解約された場合または所定の本特約違
　反の場合にも本特約は終了することがあります。また、本特約に違反した
　場合には、預金および本特約の取扱いを停止することがあります。

●上記「８．払戻方法」により本口座から預金を払い戻し、かつ上記「９．
　領収書等の提出」に基づく領収書等の提出が無かった金額および本口座の
　預金残額の合計金額が、本特約終了時に贈与税の課税対象となります。

１５．付加できる特約事項 ●別途、特約することにより、利息を無利息とし、預金保険による全額保護
　の対象となる決済用普通預金として利用することができます。

●総合口座として、ご利用いただくことはできません。

●本口座では、キャッシュカードの発行はできません。

●ＳＭＢＣダイレクト（インターネットバンキング）、ＳＭＢＣポイントパッ
　ク、ＳＭＢＣファーストパック、ＳＭＢＣ ＪＣＢ ＣＡＲＤ、一部お申し
　込みいただけない商品・サービスがございます。

１６．預金保険の適用 ●預金保険の対象です。預金保険については窓口までお問い合わせください。

１７．元本欠損リスク ●特になし
　　　と要因

１８．権利行使上の制限・ ●本口座の名義の変更はできません。
　　　中途解約の制限 　※婚姻等、預金者本人の氏名が法令に基づき変更される場合を除きます

●本口座の譲渡にかかる契約を締結することまたは本口座を担保に提供す
　ることはできません。

●本口座の解約の申し入れをすることはできません。

１９．当行の契約する ●当行は、お客さまとの間に生じた苦情・紛争の取扱に関しまして、銀行法
　　　指定紛争解決機関 　上の「指定紛争解決機関」である一般社団法人全国銀行協会と契約を締結

　しております。
　《ご連絡先》
　全国銀行協会相談室
　0570-017109 または 03-5252-3772

２０．その他 ●当行所定の事由等により、受贈者が本措置の適用を受けられなかった場合
　による損害等については、当行は責任を負いません。

●本措置の適用対象となる教育資金の範囲や学校等の範囲についてご不明な
　点がある場合は、文部科学省のホームページまたは税理士にご確認ください。
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